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ひとこと

　飢えて、戦災孤児といっしょに、廃嘘の中をさまよった自分の姿

を、昨日のように思う。変わった、、すべてが変わ．った．町は美しく

なった．，人の装いは華やかになった．あの頃の私たちが夢想だにし．

なかったように。

　しかしも⊃とも変わったのは日本の家庭と家族の人間関係ではな

かったろうか、先日終わった朝のテレピドラマ「青春家族」に描か

れていたのは、全く新しい「友達家族」「パートナー家族」の姿だ・〕

た。夫婦は大学紛争時代の人クールメイト。夫婦と母娘、父r一息は

それぞれパートナーの関係、でもこれはうまくいっている例だ、

　全般に希薄化し自己中心的にな．った人間関係が、家族の絆さえも

ろくて崩れ易いものに変えてしま一）た、こうした状況が集約的に現

れているのが、児童相談や養護施設の今日の姿であろう．

　国外国内の双Jtrに目を向けながら、27号と28．号を続けて「変容蔓’る

家庭と子どもの危機」のテ．一・マの下に特集を組んでみることにした、

　11月には、国連の児童人権条約も成立の予定である．子どもの危

機」を生み出したわれわれ大人の責任を痛感しながら熟読していた

だきたい、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・福田垂穂
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児童相談所から見た

子育ての問題

特 集
変容する家庭と子どもの危機〔1〕

　　　　　　　　　　　　かみ　いで　ひろ　ゆき
鯨都児童相談・・ター所長上出弘之

　はじめに

　戦後40年余t｝が過ぎたが、この間、わが国の家族

や家庭の様相は極めて大きな変貌を遂げてきた。一

番の基礎には、戦後の家族制度そのものの見直し、

法改正があるといえようが、さらに経済の高度成長、

学歴重視や都市化の進行、そして寿命の延長といっ

た背景の下に、家族・家庭のあり方にさまざまな変化

が起こ1）．．これが現在にまで及んでいるといえよう。

　構造的な変化としては、核家族化や小家族化が挙

げられ、高齢者世帯の著しい増加とともに、離婚

率の増加に示されるような家庭の脆弱性が増してい

ることが指摘される。また地域の中で孤立する家庭

がふえ、自然のみでなく、コミュニティーも今や崩

壊されようとしている、

　これらの家族・家庭の変貌は、家族の一貝に子ど

もがいる場合、その子どもの生活や発達に極めて大

きく作用する。家庭機能の1つとして、まさに子育

て機能があるかちであるe本稿では、これらの家族・

家庭の変化が子どもたちにどのような影響を与えて

いるかについて、児童相談所での経験をもとにして

考えてみることとする。一一t般家庭での子どもたちが

有する多くの問題は、児童相談所への相談事例の形

で具象化されることが少なくないと考えられるから

である。

　児童相談所における相談の推移

　ここ10年ほどの間に、東京都の児童相談所でうけ

つけた相談件数とその人口比率を相談分類別に見た

ものが表1である。

　表に見るように、昭和62年度の総f1：数は昭和52年

度より3，000f9：も少なくなっている。しかしこの間の

児童人口の減少（昭和52年度294万、62年度247万）

を考慮し、人ロ比すなわち発生率として計算すると

人ロ1．000対5．29→5，04と、それほどの減少ではない

といえる。表には示していないが、年齢層ごとに発

生卑を算出すると乳幼児層での減少が大きいのに対

し、中学年齢以．ヒでは、発生率はむしろ高まってい

ることが知られている。

　表1での相談分類別での推移を見ると、養護村1談

では件数・率とも減少が明らかなのに対し、障害相

談ではともに増加、非行相談は昭和57年度｛表には

ないがピークは昭和56年度）に増加の山が見られる
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が、昭和62年度は52年度とほぼ同率、育成相談は率

の上では増加していることが見出せよう（育成相談

の内でも、性向相談は件数・率ともかなり著しい増

加を示している）。

　このうち障害相談の増加は、障害児そのものの増

加を意味するものでになく、障害児への福祉施策の

充実に由来するものと考えられるのに対し、育成相

談、なかんずく性向相談の増加は、家庭・家族の変

化とかなり密接に結びつくものと考えられる。性向

相談とは登校拒否に代表されるさまざまの性格・行

動上の問題の称であり、それらの問題発生には、家

庭における人間関係の歪みやもつれ、親の養育態

度や子ども自身の欲求不満などが絡まり合っている

ことが知られており、まさに家庭の子育て機能との

関連が深いと考えられるかちである。

　家庭の養育機能の破たんと直接関わる相談として

養護相談がある。家庭での養育が困難となり、家庭

に代わって養育をという形で寄せられる相談が大多

数を占めている。

　養護相談全体としての傾向は前記したようにほぽ

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児竃と母性

減少の一途といえる。しかし表2で示したように、

養護相談をさらに細かく内容別に検討すると、親の

死亡や傷病、また家出や離婚などは、件数・率とも

経年的には減少を続けている（この理由も児童の年

齢構成の変化一乳幼児層人口の激減にあるといえ

よう）のに対し、被虐待児と家族環境の2つは、件

数・率とも明らかに上昇していることが注目される。

　ここで被虐待児とは、保護者などから身体的な暴

行や性的暴行を受けているものであり、家庭環境に

はそのすべてではないが、保護者などの養育監護能

力の弱い場合や保護の怠慢・拒否が明らかな場合が

含まれているeすなわち広義では虐待とみなしうる

ものであり、まさに家庭における養育機能の不適切

さ・弱さに由来しているとみなしうるものであるa

　全国児童相談所長会が昨昭和63年度（4月～9月）

に行った被虐待児童の調査では、全国で1，039件、都

のみで129件の報告があった。児童人口比にすると

全国では1年間で10万対6．6人であるのに対し、東京

都を含む政令指定都市では9．8人、東京都だけを抽出

するとユ0．5人となり、都市部でこれら虐待が多いと

．
ー

表1東京都児童相談所における相談件数及び人口比率の推移一相談分類別

養護相談 障害相談 非行相談 育成相談
育成相談の内
　性向稲談
　（再掲）

縁件数

昭52 3．614｛1．23〕 4．518（1．54） 1．615｛0．55〕 2、300（0．78｝ 1，122〔0．38） 15，534（5．29）

57
3、299（1．20） 4．671〔L68） 2．293（0．84［ 2，297（0．84） 1．558（0．57） 13、664（4．99）

62
2，757ほ．工2［ 4，722（L91〕 L336（0．54） 2．245（0，9い L621｛0．66） 12，422｛5，04｝

＊（　1内は人tl　L．C－0対の比準　＊総件数には上記4相談以外のものも含まれているので、合計は一致しない，
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いうデータがえられている。冒頭に記した都市化が

家庭・家族の変貌に、そして子育て機能にも影響を

与えていることを窺わさせよう。

　以上は児童相談所の相談統計に現われた最近の家

族・家庭の変化であるが、要約すれば、性向相談の

増加と、養護相談中虐待に関わる相談の増加という

ことになろう。前者は家庭養育機能からいえば不適

切といえようし、後者はまさに弱化によるものと考

えられる。また親子関係という観点では歪みと薄さ

ということになろう。これらは一般の家庭での子育

てとは、かなり離れた子育てとみられるかもしれな

いが、程度の差こそあれ、これらの特徴は、現代の

家庭・家族に共通した特徴として一般化すべきもの

と考えるものである。

　家庭養育機能変化をもたらした背景

　「はじめに」にも述べたように、現代の家族・家庭の

変化には、さまざまな要因がそれぞれに関わりをも

ち、作用してきている。ここでは特に家庭での子ど

もに焦点を当て、子育て機能を変化させる上でどの

ような要因が強く働いたかを考えることとする。

　ますは、家庭内での子育て機能を、親自身が学ん

でいないことを挙げるべきであろう。現代の子ども

たちを育てている親たち、恐らくは20代から30代と

いうことになると、その親たち自身が、出生率が下

がり、少子化した家族の中で育っているといわなけ

ればならない。となると、かつての三世代・大家族

時代には、日常的に伝承されていた子育ての経験を

しないまま、独立して世帯をもち、子どもを産み育

てることを果たさねばならなくなる。

　子育てについてのノウハウは、親からの学びでは

なく．自らの努力で学ぷこととなる。しかもかつて

のように、地域におけるコミュニティーが成立して

いれば、核家族化や家庭での少子化があったとして

も子育てについてのノウハウを得るのに、それほど

苦労はなかったであろう。

表2東京都児童相談所における養護相談件数及び人口比率の推移一一相談内容別

棄児

置去り
迷子

被虐

待児
家出 死亡 傷病 離婚 出産 就労 拘留

家族

環境
その他

昭52
　41

（o．14）

一 　
580

rl．98〕

　93

（0．32）

L256

〔4．28｝

502

r1．7D

一 一 一
221

（0．75∫

925

（3．15）

57 　73

（0．271

120

ro．441

　66

（0．241

439

↓L60）

　96

｛o．35〕

LOO9

〔3，6初

274

U．αハ

370

（1．351

209

（0．761

　《三1

［0，22、1

甜4

ほ．04）

294

日．071

62 　40

10．16i

　45

〔D．18｝

　98

ro，40［

274

（1．111

　30

〔0．121

　965
（3．911

　161

（0．6引

317

トL28｝

210

（0，851

　53

（o，21）

340

11，381

224

〔0．9U

＊輌　‘内はK口10，000対の比璋t　＊一は統計項目が設定されていなかったことを示す．
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　残念ながち、現代はそれらの資源にも事欠いてい

る。親たちの情報は、もっぱらマスコミを通しての

育児雑誌や育児書、そしてTVなどである。自らの育

児、子どもの育て方は、それらのメディア情報と比

較しつつ、一喜一憂する。子育てに自信をなくし不

安、混乱を経験する親も決して少なくないことは、

筆者の所でも行っている電話相談にも、このような

育児相談が多数寄せられることからも推測されると

ころである。

　子どもの側から見れば、子育てに薗信がもてず、

不安をもつ親に育てられることが、不安定な育ちに

つながり、多くの欲求不満や混乱をもつことになる

であろう。発達に必要な学習刺激も与えられなかっ

たり、不適切であったりする。十分な自信は持って

いないまでも、情緒的に安定し、一貫した方針での

子育てが、当の子どもの発達に限りなく大きな意義

を有していると考えられるのである。

　第2には、家庭で、家族が子どもと接する機会が

だんだんと少なくなっていることが挙げられる。

　女性の社会進出、就労の機会がふえたことは、大

きな進歩といえよう。しかし、乳幼児期の子どもた

ちにとって、家族、特に母親との接触の時間は、それ

だけ減る結果となる。現在、働く女性にとって、ご

く一部の企業や官公庁等では育児休業制度が取り入

れられてはいるが、多くの企業では、出産後のかな

り早い時期から、母子分離一乳児保育を余儀なく

されている。

　もっともこのような早い時期からの乳児保育が、

乳児の発達にマイナスにのみ働くというわけではな

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

い。専業主婦に抱きかかえられて、前記した育児不

安や混乱の中で育てられるより、保育の専門家によ

り安定した保育を受ける方が、発達に好ましい結へ果

がえられるという意見や所見も提示されている。

　それらの功罪はここでは論じないが、一般的に、

親子関係の成立を考える限り、接する時間一機会が

かってよりも少なくなっている一父についてもい

えよっが、特に母についての変化が大一ことは、

銘記する必要があると考える。

　第3には、家庭内における人間関係についてであ

る。以前と比べて、家庭内においても、女性の地位

が強まっている。社会的な自立がより容易になった

こともあり、離婚、特に女性の主導によるそれがふ

えてきたことは明らかな事実であるe

　このような離婚は、子どもがいる場合には、子ど

もへの影響が極めて大きいことを忘れてはならない。

子どもは否応なしに、一方の親と離れ、一方の親の

親権に服することとなる。しばしば子ども自身の意

思が問われないままにである。

　改めて記すまでもなく、単親家庭の場合、子ども

の発達には少なからざる影響がある。両親家庭で、

その両親が不和・対立している場合に比べれば、よ

り安定した家庭に変わることもあるが、一般的には

さまざまな困難一父子家庭では、子どもの教育や

保護、母子家庭では特に経済的問題一があること

がしばしば報じられている。児童相談所での多くの

ケースに、このような単親家庭のケースが見られる

ことは、悲しいながらも現実としてうけとめるべき

であろう。
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　一方、前にも記したが、両親揃ってはいるものの

激しい対立・不和がある家庭では、一方の欠けてい

る家庭以上に、問題が深刻化する。父親への不信が

子どもへの過期待や過保護につながる例は決して少

なくないし、反対に、片親への憎悪が子どもに向け

られ、拒否や無視につながることもあるe

　子どものさまざまな問題行動に接する時、それら

の原因が直接には親子関係、しかし間接的には、家

庭内の人間関係一特に父母の不和葛藤に根ざして

いるとみられることは決して少なくない。核家族化

した家族では、その人間関係は大家族よりは単純化

していると考えられるが、逆にたやすく深刻化する

ことを注意しておかなければならない。

　第4には、ごく一部のことではあろうが、子ども

自体への関心や愛情の乏しい親の増加が指摘されよ

う。児童相談所という所にいるからこそではあろっ

が、とにかく、子どもへの愛情をどれだけ持ってい

るのかを疑いたくなる親が存在している、．子どもが

生まれる前から、子育てを拒否し、話し合いを進め

ても自らの子育てはおろか、子どもとの面会さえも

拒む、多くは未婚の母親に出会うことはそれほど稀

ではないt父親についてもいうべきであろうが、と

にかく自分の生活に汲々とし、生まれてくる子ども

を子どもとして認めようとさえしない身勝手な考え

方をもつ者は、若干でもふ之ているように感ずるの

である。

　第5として、多くの育児・保健情報の氾濫も指摘

されるべきであろう。ng　1に挙げた育児経験の乏し

さを補うために各種の育児書や育児情報が用意され

6

ることは、本来望ましいことではあろう。しかしそ

れが余1）にも多く用意されると、かえって混乱や不

安を招くこととなる。

　一方近年の育児産業の発展も極めて目ざましい。

ミルク、おむつに始まり、食器や衣類・雑貨に至る

まで、そして育児の月刊誌は実に45万部に達すると

聞くくらい、子育てへのマスメディアの参入が進ん

でいる。

　このような状況の中で、親たちは自らの子育てへ

の関心を高めることもありえようが、同時に子育て

の意欲を親が放棄し、外への依存を助長することに

つながるのではないかが危倶されるのであるeいず

れにせよ、現代のそしてこれからの子育てについて

は、マスメディアを抜きにしては、教育もPRもでき

ないのではということを銘記しておく必要があろっ。

　第6に、そしてこれこそ最も重要な変化ともい之

ることとして、少子化や高学歴化にからまる家庭で

の養育態度の変化があげられより。

　少子化に伴って、少ない子どもの1人ひとりをと

もかく大切に育てられねばならない。となると、当

然のことながら過保護の育て方がとられるようにな

る。また少子化一きょうだいの少なさは、家庭内

での子ども同士の関わりはごく乏しいものとなり、

他者との人間関係の学習が進まず、過保護の下での

自立の遅れは一層深刻なものとなる。

　さらに高学歴への志向は、知的発達や学業成績に

対する異常な期待を生み出し、学校教育の歪みをも

たらすことともなる．一子どもたちはこのような期待

過剰の下で勉強を余儀なくされるが、しばしば子ど



L

1

もたちへの大きなストレスとなる。

　子どもたちの中には、このような親の期待に応え

ようと努める子どももいるが、時にはそれに反抗し

て、あるいはそのストレスに打ちひしがれて、さま

ざまな反応を示すものも少なくない。心身症や神経

症そして不登校や時には非行行動など、思春期の子

どもたちの示すさまざまの不適応行動は、このよう

な親の養育態度に対する反抗としてうけとめられる

べきものが少なくないように考える。

　以上、現代の親の子育て問題を並べてきたが、ま

とめてみると、

　〔1｝親の子育て学習の乏しさ

　②子育て一接触時間の少なさ

　｛3塚庭内不和・葛藤

　（4｝親自身の自己本位の生き方

　（5）マスメディアの影箸i

　（6）過イ呆護・過期待｝こ傾く養育態度

などが挙げられようし、いずれも親が自らを中心に

おきつつ子育てをしている結果とみることができる

ように思われる。

　これからの家庭と子ども

　前記した現代の特徴は、これからどのように推移

するであろうか。予測は大変にむずかしい。しかし

これらの状況は、今後短い期間の間ではそう簡単に

は改善されないように思われる。

　まずは、子どもの出生率、家庭での成員数、核家

族と三世代家族の比率など、恐らくはすぐには変化

はないであろう。とすると第1に掲げた子育て学習

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

の乏しさや第3の家庭内人間関係の改善もすぐには

達成されないように考える。

　また、これから大人になる人々の価値観、人生観

はむしろ多様化し、かつ個別化すると予想される。

家族・家庭のあり方もむしろ多様化し、個別化する

であろう。となると、第2、第4の要件の好転も望

み難い。マスメディアや学校との関係については、

若干変化も予想できよう。ただし育児の外部委託は

さらに進むであろう。

　かくて先行きはいささか悲観的となってしまう。

しかし、そこで手を洪いてはいられない。21世紀に

向けて着々と進みつつある高齢化社会は、言い換え

れば子どもの数が少なくなる少子化社会である。1

人ひとりの子どもに対する期待は、今までに比べて

極めて大きい。

　考えられる視点は、子どもたちの人権を改めて考

えることではなかろうか。今までの子育てがともす

れば親中心の子育てであったのを、子どもを中心に

子どもの育つ権利を認め、実践に向けて努力するこ

とにすべきであろう。まさに子ども自らの生命・生

活、そして成長の権利を下に、子育てを見直さなけ

ればならないと考える。

　具体的には、親自身に親となるための教育も整え

なければならないだろうし、被虐待児に対する緊急

保護システムの確立（これにはわが国の親権法制度

の見直しも含まれる）、育児休業制度や保育制度の充

実などが挙げらtLよう。しかしより基奉的には原点

に帰って、今こそ子育てそのものを見直すべき時機

であることを再度強調したいと考えるものである。
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ひとり親家庭の生活課題と

セルフ・ヘルプ活動

特 集
1

イギリス、オランダを中心に
　　　　　　　　やま　ざき　み　　●　　こ

明群院大va授山崎美貴子

変容する家庭と子どもの危機〔1）

　はじめに

　1988年6月、丁度ヨーロッパは一年中で最も美しい季

節を迎えていた。この美しい季節にオランダのヴァン・

IJヤ財団の助成を受けて、私たちは、「ペタニヤホームひ

とり親家庭援助事業」の3年目を迎え、よりよいプログ

ラムを策定するために、ヨーロッパを訪問した。オラン

ダ．イギリス、スウェーデン、デンマークを訪れ、それ

らの国々におけるひとり親家庭に対するソーシャル・サ

ー ビスの展開を学ぷ機会、さらに、自らが自らの問題を

担うべく、自助グループを形成して活動している当事者

グループの母子世帯の母親たちとの出会いと熱心な討論

をする場を得ることができた。

　本稿では昨年のおよそ2週閾にわたるひとり親家庭の

援助活動を学ぷ旅で得たいくつかの貴重な体験、さらに

私のかつての留学時の恩師である、英国の著名な社会福

祉の国際比較の権威であるパーパラ・ロジャース先生に

お会いし、先生の近著「英国の家族」の発刊の母胎とな

った英国家族研究センターの紹介を受け、同所を訪問し、

最新の資料を入手する機会を得た。短い滞在期間であっ

たので、十分に堀りさげ、検討するゆとりがなく、極め

て表層的な研究にならざるを得なかったことをあらかじ

めお断りしておかねばならない。本稿はその短い研究旅

行で得た見聞、資料をもとにイギリスを中心に、さき

に述ぺた国々におけるひとり親の現状と子どもたちの置

かれている状況、ひと，｝親家庭の自助グループの動向、

さらにそれらを踏まえながら、わが国の今後の方向等に

ついて若干の課題を提起することとしたい。

　オランダ．におけるひとり親家庭の援助の動向と自助グ

　ループ活動

　オランダのハーグにあるわれわれの研究と実．践に対す

る助成団体であるヴァン・　IJヤ財団の本部で、　nトレヒ

ト大学の教授からオランダのひとり親に対する家族政策

の状況について講義を受けたのに続いて、ひとリ親家庭

の自助グループ作りをしておちれるボーVン夫人の生活

についての報告を受けた。ここでは後者を中心に述べて

みたいeポーマン夫人は9年前に会社員であった夫と離

婚し、現在9歳と10歳の男児を育ててきた。夫人は離婚

後、2年後に「ひとり親家庭」というコミュニティ新聞

を発刊し、ご自身と同じような境遇にある家族同士が互

いに支え合いながら生活する自助組織の形成を呼びかけ、

オランダにおけるこの活動の発起人となった人物であるe

離婚する前、日本に当事、軍人であった夫に同行して滞

在した経験があ1）、日本に対して親しい感情を持ち、「サ

ヨナラ」、「コンニチワ」等の少しばかt）の日本語を話す

ことさえできた。そのような個人的な体験の故か、極め

て率直で、自身の生活について語り、オランダ語で書か

れた自らの著書にサインを入れて筆者等に贈呈してくれ

たりした。彼女は2人の子どもを抱え、夫からの養育費

が極めて少額であったこと、子どもも小さかったため、

8
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、

フル・タイムの仕事に就けなかったので、6年半生活保

護の受給を受け、くらしをたててきた。2年半前から生

活保護を一部支給に切りかえ、週32時間就労している。

しかし、夫人は病弱であるため、十分に就労できず‘こい

るとも語っていた。

　しかし、自らの生活の中で、同じような境遇にある人

々が等しく、さまざまな差別、不利益、不当な扱いと思

う経験をしていることに気づき、何とかお互いが力にな

り合いながら支え合う自助組織づくりはできないものか

と考えた。そこで、後にわれわれも訪問することとなっ

たFIOMの援助を受け、毎週土曜日ごとに会議を重ね、

組織を作ることができた。

　ポーマン夫人等によって組織された「ひと「）親家庭支

援組織」（Benefit　Organization　for　Single　FamiLy｝　1ま現在、

6．000人の会員によって組織されているが．会費はとって

いないので、活動の資金助成をFIOMから受け、週20時

間、この組織のために活動をするソーシャル・ワーカー

の派遣を受けている。但し1989年までの助成なので他の

助成団体、地方自治体の助成を求める運動をしていると

のことであった。ポーマン夫人はオランダのひとり親家

庭が共通して抱えている以下のような生活課題を克服し

ていくことがこの組織の活動目標であると語ってくれた。

1．オランダのひとり親家庭に対する生活保護基準が低す

　ぎるので改善を求めたい。

2．ひとり親家庭の子どもが義務教育後、上級学校に進学

　することは現状では困難である。特に近年、若干あっ

　た奨学金制度の変更が提案されているのでこれに反対

　したい，

3．ひとり親のための公営住宅の供給制度は確立されてい

　るが、残念ながら、アパート形式の住宅にひとり親だ

　けをまとめて押し込める方式なので、適切な方法では

　ない。集中方式でない暦住環境、団地形式ではない通

　常の住宅の提供を求めたい。

4．就学前児童のための保育施設の絶対的不足。もし保育

世界の児童と母性

　施設が整っていたら就労することができると考えてい

　る人の割合は高く、就学前の児童を持つひとり親の80

　％は保育施設の不足のため就労困難である。この組織

　では急用で外出せねばならぬ時、子どもの同伴が困難

　な場合、会員同士で子どもを預かり合う組織を作って

　いるが、行政体として保育所の拡充を求めたい。

　本組織は以上の4点をひとり親が美通して持つ生活課

題として認識しているが、組織の運動として、現在、推進し

ていかねばならぬことは、ひとリ親家庭に対する無理解、

差別意識を取り除く運動であると語っておられた点は極

めて印象的であった。そのように認識せざるを得ない具

体例の有無を問うてみると以下のような話をしてくれた。

　例えば、ある心理学雑誌にのった大学の研究者による

研究報告で母子家庭の子どもは、両親家庭の子どもと比

して、学業成績が悪いという研究結果の報告があった。

それによると、ひとり親家庭の子どもは両親家庭の子ど

もに比して心理的マイナス面を背負っているという報告

であった。その報告を取り寄せ、検討してみるとその調

査方法に問題があることが判明した。子どもの心理状態

は両親家庭からひとり親家庭に移行した直後には確かに

親同士の葛藤を体験するので、子どもの心にマイナス効

果が働くことは予測される。しかし、ずっとそのような

状態が継統するのではなく、新しい環境に適応する過程

で心理的にも安定して来ることが報告されている。

　従って、この調査が、ひとり親家庭になった直後なの

か、時聞の経過を経た後なのか、この点を明らかにして

調査をすべきであると考えた。そこで同組織では、自ら

が調査を実施して、さきの研究調査に反論を加えた。同

組織が行った調査によれば、離婚・別居等ひとり親家庭

に移行した直後には子どもの成績が全ての教科ではない

が、下降する傾向はみられるが、2年以上経過して、母

子、父子ともに生活が安定してくると離別以前よ’）も成

績が上昇してくることが立証された。

　この調査緒果を公表し、さきの大学の心理学者にも送
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付したということであった．こうした研究者の中にも偏

見や誤解が根強くある場合が少なくないのは残念である

と語っておちれた。従ってマス・ゴミを通して正しい理

解を促すための情報提供は重要な活動の一つであるとの

認識に立って運動を進めていることを指摘していた。

　一般の市民の中にも、都市部より地方に多くまだひと

り親に対する偏見、差別が残存しているとのことであるe

例えば、ひとり親家庭の子を「ゼブラの子」という風に

呼ぷことがあるs「ゼブラ」とはオランダに多くのチェー

ン店を持つ安売リスーパーで売られる衣類のメーカーの

名前である。ひとり親になると、世帯収入が大幅に低下

するので、高価な衣類を購入できないため、ゼブラの衣

料品しか着ない子どもが多く．ため「ゼブラの子」と言

っていじめられるということであった。

　確かに、生活保護の受給申請をしても、他の世帯と区

別されることはなく、生活保護の申請をする日が離婚し

た次の日であっても生保の受給は可能であるが、さきに

も挙げた通り、生保の基準が一般世帯の生計費よt）かな

り低いので、生活は苦しくギリギリの最低生活に落層し

てしまうので就労できる条件作りを求めていた。

　この自助組織の親の年齢は25歳から70歳とかなり幅が

あるが、父子世帯20％、母子世帯80％と母千世帯の割合

が高い。

　活動の主なるものは、次のような事柄である。

L年4回の機関誌の発行

2．ひとt］親家壺tに対する組織活動の紹介、ひとり親につ

　いての施策の紹介など情報提供

3．子どもを会貝同士が預け合ったりする活動、子育ての

　支援の公私の情報の提供

4．政府、自治体等への陳情、提言等

　オランダはアイルランドと同様、母親の就労率が低い

と言われている。それは保育所の体制が整っていないた

め、別居・離婚後も前夫、先妻と子どもの監漫権を共同

して、子育てを分担し合っている例も少なくない。この

10

ような傾向は日本のようにかなり保育所制度が整ってい

る国との差があることも一因であろうが、別れた妻、前

夫と子の共同監護権を設定して、子どもが週のうち何日

かを父と母の家を往復するという戊y法を取り入れている

例はわが国では少ない．

　わが国の離．婚率は他の先進諸国に較べると高くはない

が、離婚等生別によるひとり親家庭の抱える生活課題に

共通するものも多い．

　イギリスにおけるひとり親家庭の生活課題と自助グル

　ープ「ジンジャー・ブレツド」の活動について

　「ジンジャー・プレ・・ド」はひとり親家庭とその子ども

たちのための自助グループであるが、全国に10数ヵ所の

ブランチを持つ全図組織である。全国ジンジャー・プレ

．！ド事務所はロンドンの中心街に位置するウェリントン

街のピルの2階にあった。leo万世帯を突破したひとり親

家庭のために結成されたこの組織は1970年テス・フt一

ザーギル夫人の結婚の終結と同時にスターFしたと言っ

てもよいのかもしれない。テスは細身の美しい、穏やかな

表情をたたえた優しい感じの40代か50代にそろそろさし

かかった位の年齢の’女性であった。彼女は、オランダのひ

とり親家庭援助組織を設立したポーマン夫人ほどたくま

しく、エネルギッシュにはみえないが、共通する芯の強さ

としっかt）とLた意志を備之た女性という印象を受けた。

　1970年の冬の朝、病院の勤務であった夫は突然、家を

出て行く決意をしたことを彼女に宣告した。夫は勤務し

ていた病院を退職したと告げ自分を探さないでほしいこ

となどを一方的に伝え、家を出て行ってしまった．

　なぜ、夫が家出したのか、別れる決意をしたのか全く

思い当たることはなかった。しかし、夫が多少残した貯

金を使い果たし、全く経済的貯えはなく、たちまち生活

は困窮し、地方自治体の事務所にかけこみ援助を申請し

た，しかし、彼女と2人の幼い息子たちを施設入所させ、

彼女自身は、安いアパートを探して、今まで住んでいた

♪
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高額家賃のアパートを引き払うことを指示された。彼女

はこの行政当局の提案に大きな怒りを覚えた。子どもた

ちと一緒に住み続け、暮していきたいと願ったからであ

る。そこで、ひと’）親家庭の問題で共通の悩み、生活の

困難を抱える家族に呼びかけるべく、全国規模の新聞に

投書をしたところ、彼女が居住している住居のすく’近隣

の人々8家族が集まり、1970年8月にジンジャー・ブレ

ッドの設立の呼びかけの第1回の会合となる集会を持つ

ことができた。以来、ジンジャー・ブレッドはできるだ

け、寄り合いやすく、連絡がとt］やすく、助け合いがし

やすい仕組みを作ることを目的に地区別の小さなブラン

チを多く結成するという運動の進め方をしている。

　ところで、なぜジンジャー・プレ・7ドという名前をひ

とり親家庭の自助団体の名称として選択したのかを聞い

てみると、次のような答えが返ってきた。

　本組織の創立者の住んでいた家の近くに「ジンジャー・

ブレッドの黄金の年」というレストランがあった。その

名前をヒントにして、ジンジャー、つまり生姜は口に入

れるとビリ・ソと辛い香辛料である。そこでジンジャーと

は行政等の権威あるオーソリティに対して、ピ1）ッとし

た衝撃を与えるという意味をこめた。

　ブレッド、つまりパンは経済、お金を意味していると

いうことであった。ジンジャー・ブレッドの本部の建物

のドアに英国の子どもたちの大好物である、伝統的な生

姜の匂いがするビスケットの絵がたくさんはられていた

ので、同組織の名前の由来はこのピスケ・vトにあると思

い込んでいたので、テスのこの説明は意外な印象を受け

た。しかし同組織の活動の意図を理解することもできた。

　1971年1月第1回設立総会を持ち、およそ70世帯の母

子、父子世帯がロンドンのブラ・’1ク・フライヤーのセツ

ルメントの会場に参集した。この年はまだ事務所を持つ

ことはできず．会員の家庭を廻リ持ちで利用して集会を

重ねた。最初の1年は会貝の好意で部屋の一室の提供と

電話を借リて何とか組織活動を続けたが、2年目の設立

世界の児直と母性

記念総会の後に、ロンドンのポーランド通りに事務所を

設けることができた。精力的な活動の結果、英国、ウェ

ー ルズ、スコットランドを併せて65の支部を設立した。

4人の本部職員を配置できた。活動マニュアル第1号の

発刊と、IOのアドバイス・り一フレットの出版にこぎつ

けた。会の総収入も5．170ポンドに達Lてようやく同組織

の基礎固めができ始めた。当時、大きな問題となった付

価価値税（日本でいう消費税｝の導入が始まり、経済基

盤の弱いひとり親にとっては大問題であったので、この

問題についても会員間で討議し、陳情をする等の取り組

みが開始された。また、1974年には、ファィナー報告が

王立委員会よ‘〕「英国におけるひとり親家庭の福祉施策

について」と題して公表された。

　この提言が発表されるに当たり、230にわたる改善すべ

き諸事項をジンジャー・ブレッドが同委員会の聴聞を受

けた際に提出している。このファイナー報告はジンジャ

ー・ ブレッドにとって待ちに待った報告書であった。わ

が国でも東京都児童福祉審議会が昭和56年に提出した「単

親家庭の現状と福祉施策のあリ方」についての提言はこ

のファイ＋一報告を参考にしており、わが国の審議会で

は初めて、ファイナー報告で用いたワン・ベアレント（one－

parent）と言う用語を採用した。従来の片親家庭、崩壊家

庭、欠損家庭といった表現を克服して、親が一人である

という以外の価値を付与しない中立的概念としてのワン・

ペアレントをτ単親家庭」として用いた。現在、東京都

は筆者等によって提言した「ひとり親家庭の福祉施策」

（昭和61年）の考え方を採用し、統一して「ひとり親家

庭」という表現を用いている。ひとリ親の概念は等しく、

さきのファイナー報告の概念を用いているが、日本語訳

の表現が「単親」は「単身Jと発音が同一であるため、

まぎらわしく、こなれた日本語になりにくいところから、

「ひとり親」と表現を変えたに過ぎない。このファイナ

ー報告は日本だけでなく、多くの国々のひとり親家庭施

策に大きな影響をあたえた報告である。「ワン・ベアレン
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ト」または「ローン・ペアレント」という表現は英国で

は定着した用語になっているが、ジンジャー・ブレッド

のテスは「いまだに、私たちを行政の社会福祉部のスタ

．！フは、さすがにこの頃はブロークン’ファミ1）イ（崩

壊家庭）といったレッテルをはるような表現は影をひそ

めたけれど、シングル・ペアレント（独身の親｝という

表現はまだ残っていて、時々、私たちを総称してこの言

葉で言われることが多いのよ。独身で子どもを産んだ親

はこの英国社会ではまだまだ不当な扱いを受けているの

よuと語ってくれた。

　ジンジャー・ブレッドの活動は1975年から1976年にか

けてこうした社会的風潮の中で飛躍的に発展を遂げ6，000

世帯の家族がロンドン市とエディンバラ市でファィナー

委員会の提言の達成を求めてデモンストレーションをし

たり、3，000人の干どもと親たちがヨークシャーのプ‘1モ

ローズ・バレーでキャンプを楽しんだり、地区組織の編

成、週末の宿泊によるセミナーの開始等の活動を着実に

積みあげていった。1977年から80年にかけて自助活動の

デイ・ケアー・スキームを開発し、ジンジャー・プレ・〃

ドとして初のハンドブックと情報資料集等の発刊を積極

的に進めている。1981年から2年はジンジャー・ブレッ

ドにとって大きな変革の年となった。他に多くの自助活

動グループが誕生し、全国組織として、その目的、活動

内容の検討をし始め、組織の再編も行った。財政基盤は

年間収入9LOOOポンドを上回るようになってきた。1983

年にはジンジャー・プレ．ソドの悲願としての要求であっ

た学齢前の子どもの保育所の支援を開始した。ジンジャ

ー・ プレ・ノドのこの活動に政府が支援を開始し、さらに

危機児童ケア・センターへの財政支援が開始された。

　むすびにかえて

　オランダ、イギリスのひとり親家庭の自助グループの

結成と活動の展開を要約して紹介したが、その活動の背

景にあるものは、親が1馬力で子どもを抱えて生活をし
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ていくうえでの困難、特に学齢前の子どもを抱えた家族

の苦闘と周囲の無理解であった。

　オランダの場合も、イギリスの場合も、突然の離婚、

別居に直面し．途方にくれ一人苦闘していた家族が．共

に友情を深め、情報を交換し、生活を支え合い、助け合

う過程で、共通の課題を確認し、生活の改善にむけて力

を出し合っていく過程がよく伝わってくる。自助グルー

プ作1）の大切さを学ばされた。英国のジンジャー・ブレ

ッドで会った彼女は、最初、夫に捨てられた時、うらみ

と腹立たしさで、2年近く心身がまいってしまって、病

気がちの日々を過ごしたが、仲間に支えられ随分強く生

きていけるカが備わり、大きく人間的に成長したと語っ

てくれた。現在は子どもたちにもお母さんは随分強くな

ったと言ってもらえるようになり、困難を克服していく

過程で人生の本質を奥深く理解できるようになったし、

本当に価値のある人生とはどんなものか、魅力のある人

とはどんな人か随分理解が深まったように思うと語って

くれた、この夫人は私が今回の旅で出会った最も魅力的

な女性であったが、優しく、ゆったりとした語り口は人

をくつろがせ、彼女の醸し出す暖かな雰囲気を忘れるこ

とができない，

　わが国でもこうした自助グループ活動の一つとして、

全国組織として母子寡婦福祉会があり、積極的に活動を

進めてb’　t）、社会的な活動の成果も挙げておられる。と

もすれば戦争未亡人の方々か中心に発足した組織であっ

たため、新しく登場した若年の母子世帯に近寄りがたい

場合もあるかもしれない。できればこの若年の母子家庭、

あるいは父子家庭も地域で少しずつ形成されている自助

グループの活動が横の連携をし合って、交流し、支え合う

組織づくりも考えられてよい時期にきているように思わ

れる。特に地域で孤立し、社会的支援の網の外にあるひ

とり親家庭の支え手が求められているのである。地域

に支えられ、地域を支える自助グループの働きは決して

小さくないことを二国の自助団体は教えてくれているc

’
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性虐待（Sexual　abuse）と

社会

特 集
変容する家庭と子どもの危機〔1〕

論幕・・ド・デ・h…e・填誠紀子

　ポストンのニューイングランド　メディカル　セ

ンターへ来て最初に診断外来で見学をした症例が性

虐待（Sexuat　abuse）の症例であった。外来の医長に

日本での性虐待について聞かれ、何の疑いもなく、

日本での虐待は増加しているが、性虐待はほとんど

ないと胸を張って答えた。彼に「10年前はアメリカ

でもそう思われていたよ」と言われても、日本では

皆“子どもは宝”だと思っているから実際に少ない

のだと言い返した。しかし3年たった今、もし同じ

質問をされたら、「注意深く見ればかなりあるでしょ

う」と答えざるを得ない。ただし、アメリカよりは

少ないと期待しているのだが。性虐待を含めたすべ

ての虐待が家庭内の、共同体の、そして社会の“秘

密”であり、“タブー”であるため表にはほとんどで

てこない。特に性虐待は外傷や家庭内の騒音といっ

た他人の目に触れる証拠がない。さらに、虐待一般

に言えることだが、子どもが自分から他人に訴える

ことはまずない。アメリカで、一見“よき家庭”に

存在する性虐待を多く見聞きするにつけ、日本でも

かなリ存在するのではないかとの念を強くしてきた

のである。

　正確な頻度となると日本はもちろんアメリカでも、

　　　　　　　　　　　　　　※現・大宮小児保健センター

女子で6～62％、男子で3～31％と報告によりまち

まちである。原因の1つには定義のしずらさがある。

以下にKempe＆Kempeの定義をあげてみよう。

　Sexual　abuse　is　defined　as　the　involvement　of

dependent，　developmentally　immature　children　＆

ad。lescents　in　sexual　actiVities　they　d。　n・t　truly

comprehend，　to　whlch　they　are　unable　to　give　in－

formed　consent，　er　that　violate　the　social　taboos

of　family　roles．

　この中で言われる性行為や社会のタブーが具体的

にどっいっことをさすのかということになると、個

々の例ごとに検討されるべき問題となってくる。そ

のため巨視的な視野で頻度をとらえようとすると、

その数字にぱらつきがでてくるのは当然である。し

かし何といっても頻度の不明確さは、前述のごとく、

性虐待がタブーであり、個人の、家庭の、そして社

会の中で意識の外へ追いやろうとするカが強いこと

にあるだろう。

　さて、では一体どんなことを“性虐待”と言うの

であろうか。また実際にどんな例があるのだろうか。

“

性行為”に明確な定義があるわけではないが、一

般に、性交以外に、ペッティング、オーラルセック
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ス、相互自慰、性的な写真撮影などが含まれる。乳

児に無理矢理自分の性器を触らせていた母親、まま

父にオーラルセックスを強いられた8歳の男の子（彼

自身は性液を尿と思っていた）、実の父親にオーラル

セックスを続けられた5歳の女の子eこれらは私や

仲聞が経験した例のごく一部である。

　では、性虐待は増加しているのであろうか。報告

数は急激に増加している。しかし報告数の増加は必

ずしも実数の増加を意味するものではない。離婚率

の増加や、麻薬およびアルコールの問題の増加が、

性虐待を多少は増加させる因子にはなっているもの

の、報告数の増加は主として、社会の認識の向上に

よるものと考えられているaつまり、昔からあった

のだが、隠されていたものが社会の表面にでてきた

のである。

　では何故性虐待がここ10～15年西欧でこれほど問

題になり、発見件数が急増してきたのであろうか。

性虐待の報告はずっと以前よりあり、1929年にはそ

の頻度に関しても研究され、まれではないと報告さ

れている。しかし社会のタブーを破るにはそれなり

の年月が必要とされた。

　かのフロイトでさえ、いったんは自分の患者の性

虐待を報告しながら、杜会の批判に屈したのか、後

に撤回し、その患者の“空想”として片付けた。こ

のフロイトの行為が後の人々に“空想”というロ実

を与え、素直に性虐待を認めるのを妨げたと批判す

る人もいる。

　ともあれ、現実には性虐待が社会の表に現れてく

るまでには、①子どもの権利の確立〔子どもが大人

の所有物ではないことの確認）、②小児の精神・心理
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発達に関する認識の向上、③現実を否認や回避せず

直視しようとする気風、そして④専門家の努力が必

要であった。

　ではこtLらを1つ1つ日本の情況と比較しながら

見てみよう。それによって、重要なのは社会の子ど

もに対する見方であり、今の時点で、頻度等を比較

して、それを基に性虐待や親子関係・家庭関係を論

じることにはよほど慎重でなければならないという

ことが明らかにできれば幸いである。

　1．子ともの権利

　子どもは一個の人間として幸せになる権利がある．

というと簡単に聞こえるが、子どもは心身ともに大

Kの保護がないかぎり権利を行使できない。さらに

子どもたちは自分から権利を訴えることができない。

故に大人たちは子どもを守る義務がある。もっと強

調すると、子どもは将来“よき大人”になるために守

られるのではなく、基本的人権として守られるべき

存在なのである。性虐待を受けた子どもの全員が大

人になって精神障害を起こしてくるわけではない。

いや、むしろ重篤な精神障害を起こしてくる例はま

れである．しかし、だからといって放置しておいて

よい問題ではない。自律していない子どもを危険か

ら守り、食住のみでなく、正当な精神的保護が与え

られるよう見守るのが社会の役目である。日本では

どうであろうか？　確かに経済大国となった日本で

は衣食住に不自由している子どもは少ない。しかし、

子どもが子どもとして幸せになる権利を果たして大

人たちが、そして社会が意識しているであろうか。

子どもは大人になるための単なる準備期間と考えて



いる人が多いのではないだろうか。日本では子が親

を殺すと尊属殺人として刑が重くなるが、親が子を

殺した場合は通常それほど刑は重くはない。日本は

今でも子連れの心中が多いし、社会もそれに対する

批判は少ない。まだまだ子どもを一個の独立した人

間と認め、その権利を保護するという段階には遠い

ように思われる。

　アメリカでももちろん一足飛びにここまで来たわ

けではない。古くは独立戦争、奴隷開放に始まり、

最近では、少数民族の権利のみならず、女性の権利、

子どもの権利と権利に対する運動がさかんになって

きた。つまり、弱者の権利をどのように守るかとい

うことが自由・平等を基礎とするアメ1）カでは大き

な問題となるのである。もっとも弱者の権利を守る

ということが100％満足できる状態ではないうちに権

利運動は高ヒて、現在は胎児の権利（故に中絶禁止）、

動物の権利に対する議論がさかんで、病者を助ける

ための研究とそれに使われる実験動物の権利、女性

の選ぷ権利と胎児の権利というように、弱者同志の

権利主張のぶつかりあいが目立つようになってきて

しまった。

　ともあれ、日本では個人よリグループが優先する。

子どもにとってはその属する家族が第一のグループ

であり、社会が“家庭“という垣根を越えて、一個

人としての子どもの権利を守るという段階まで到達

するにはかなりの時間がかかりそうである。

　2．小児の精神発達に対する知見の進歩

　フロイトが神経症の治療を通して、’撫意識〃の重

要性と、それをつくりあげる小児期の精神発達の重

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児窺と母性

要性に注目したのは約90年前のことである。楽観主

義のアメリカ人たちはこれで精神病が解決すると期

待し、精神科全体が強く精神分析に傾いた。その後

ナチによるユダヤ人迫害などを通じて多くの分析家

がヨーVッパ大陸からイギリスやアメリカに移住し、

小児の精神力動に関する研究が、英語圏でさかんに

行われるようになった。フロイトの娘、アンナ・フ

ロイトもその一人である。さらにスイス人ピアジェ

の認知の発達に関する研究が紹介され、小児の精神

発達に関する認識はますます高まってきたのである。

性虐待による精神障害は、大人が暴行された時の症

状とはかなり異なる。初期の表面的な症状としては、

行動の変化（多動、衝動性の増加等）、睡眠障害、食

欲障害、不安症状などがあげられ、一般的な長期症

状としては、ディプレ・ソションが最も頻度の高い症

状となる。しかし年齢によっては基本的な“自己tt

に関する感覚の障害、それに伴う他者との関係を形

成するのに必要な能力の障害が著明になってくる場

合もある。

　例えば、複数人格障害者（ジキル博士とハイド氏

のような障害）の98％に何らかの虐待を受けた経験

があるといわれ、他の重篤な人格障害も多くは虐待

された経験がある。発達途上にある子どもたちに与

えるトラウマ（心的外傷）としての虐待の影響の大

きさを示す例である。さらに虐待する人の約40％が

過去に何らかの虐待を受けているといわれ、人格形

成や精神発達に及ぼす虐待〔身体虐待も性虐待も）の

重大さは強調されるぺき問題であり、さらに研究さ

れるべき問題であろう。

　日本でも近年欧米の影響を受けて、乳幼児の心理

工5



的能力についての研究がさかんになってきているが、

“科学”としての実験・研究に重きが置かれ、背後

にある発達理論が明確でないことが多いように思わ

れる。歴史・文化の違いもあり、日本における発達

理論が発展することを期待したい。

　3．現実を直視する気風

　アメリカは多民族が集まっている国であり、価値

観も多様である。世代間の価値観の違いも他の均一

民族の国に比べて大きい。一世の人たちは自民族の

アイデンティティーで生きるが、二世・三世となる

ほど友人・社会を通じて“アメリカ人”としてのア

イデンティティーが強くなり、親の価値感と自分の

価値観が大きくずれてくる。このような状況におい

ては、西欧の個人主義の中でも特に個人主義が極端

に発達せざるを得ない。そのような背景のもとでは

“現実”が最も重要になってくる。日本のように“他

人もこうPty　2ているはずだ”という前提は通用しな

い。ヨーロッパの個人中心主義の上にさらにこのよ

うな状況が加わり、アメIJカでは“自己理解”に基

づく“自己実現”が理想とされる。実際アメリカで

は“自己ttがしっかりしていないと住みづらい。

　もちろん女性を含めて皆が“自己実現”に向かっ

た結果が女性の権利確立というポジティブな面のみ

ではなく、離婚率の増加というネガティブな面をも

生み出したとも言える。しかし、自己を含めて“現

実”を直視することを良しとする社会の気風が自分

が杜会に存在すると認めたくないような現実、つま

リ虐待などを直視し、その・ヒで改善しようという方

向に向かっていると言えるのである。
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　各家族レベルではまだまtiなかなか現実直視ま

でいかないことも多い．例えば、子どもが父親やま

ま父の性虐待を訴えた時、母親は信じたくない気持

ちが勝って、子どもの主張を信じないか、封じ込め

る側にまわることが多い。ある研究結果によると、

母親が子どもの側に立つか、虐待する人の側に立つ

かによってその子どもの精神的予後が異なってくる

という。現実直視が良いとわかっていても、なかな

か個人では到達できない。そこで次に述べる専門家

の手助けが必要となってくるのである。

　4．専門家の努カ

　アメUカは価値観が多様すぎて“常識”として通

ヒることが少ない社会だと述べた。そこで必要とな

ってくるのは専門家である。具体的な争いごとの解

決には法律家が、個人的な葛藤や不適応には精神療

法士が大活躍することになる。つまりそれだけ精神・

心理学を学ぷ人々の底辺が広い。その中から当然、

小児の精神・心理学も発達してきた。とは言え、ま

だまだ未熟な分野であり、性虐待に関する研究がさ

かんになったのもほんのここIO～15年であるr，この

短期間の間に、子どもを扱う他の専門分野、つまり

教師、小児科医などの教育もすすみ、今では子ども

を扱う人々の間で虐待は常に頭の片隈に人れられて

いる。各州とも虐待を受けている子どもたちを保護

する法律とシステムをもうけている。ここマサチュ

ー
セ・ノツでは、まず医師、心理1：、教師、警官その他

の専門家は、虐待の可能性ありと考えられる場合は

州の機関であるDepartment　of　SoCial　Service（DS

S）に報告することが義務づけられておD、その報告
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を受けたDSSは10日間のうちにできるかぎ1）の情報

を集め、その報告を支持するかどうかを決める。支

持された例に関してはその子どもを虐待の危険から

守るという最大原則の基に手段を構じる。（場合によ

っては10日間の調査期間の間でも、子どもに危険が

ある時は一時的に里親や施設のもとに保護すること

もある。）そしてその後40日間の間に具体的な措置を

決定する。親の親権はく奪、里親や施設への保護な

どである。親が自発的にDSSの勧めに従うことが少

ないため、最終的に民事法廷が関与することが多い

が、ここでも子どもの安全が第一に考えられること

が前提となっている。虐待する人の刑事責任に関し

ては、DSSが虐待を支持した段階ですべての名前が

検事局に報告されるが、立証が困難なため実際に刑

事法廷まで行く例はそれほど多くはない。しかしと

にかく“子どもの安全”を守るシステムが出来上が

っている。

　ただし、現実にはここにアメリカの社会保障制度

のレペルの低さがわざわいする。予算の低さがうな

ぎ登りにふえる虐待の報告の対処に追いつかないの

である。昨年はマサチューセ・ゾソだけでも約6万2

千件の報告があり、内2万件近くが立証されたとい

う。それに伴い一例一例に対するサービスは低下、

ソーシャル　ワーカーの仕事量増加、給料の低さの

ため、退職者が増加するという悪循環をかかえてい

る。

　もう一つの性虐待に関する社会や専門家の問題は、

一部の人々の間で性虐待に関する関心が強くなり過

ぎて、何でも性虐待を疑う傾向がでてきていること

である。また、虐待をする人に関する権利の保護や

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児竜と母性

精神的援助はやっと始まったばかりである。

　最後にイギリス人Kempeが1979年に発表した“社

会が児童虐待を受け入れる発達過程”をあげておこ

っ。今、自分たちの社会がどの段階にあるのか考え

ていただければ幸いである。

Stageone：denial　ihat　either　physical　or　sexual

abuse　exists　te　a　signi『icant　extent．　Abuse　that　is

seen　is　felt　to　be　due　to　psychotic，　drunken，　or

drugged　parents，　or　foreign　guests，　and　nothing

to　do　with　the　community　as　a　whole．

Stage　twe：the　community　pays　attentions　ro　the

more　iurid　forms　of　abuse－the　battered　child－and

begins　to　find　ways　of　coping　more　effective］y

with　severe　physical　abuse　and，　through　early　rec＿

ognition　and　intervention．

Stage　three：physical　abuse　is　better　handled　and

attention　is　now　beginning　to　be　paid　to　the　infant

who　fai］s　to　thrive　and　is　neglected　physical｜y．

More　subtle　forms　of　abuse，　such　as‘poisoning’，

are　recognized．

Stage　four：the　community　recognizes　emotional

abuse　and　neglect　and　patterns　of　severe　rejec－

tion，　scapegoating，　and　emotional　deprivation．

Stage　five：the　community　pays　attention　to　the

serious　plight　of　the　sexually　abuse　child．

Stagesix：the　guaranteeing　that　each　child　is　tru－

ly　wanted，　and　provided　with　loving　care，　decent

shelter　and　food，　and　first－class　preventive　and

curative　health　care．
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日本における家庭の変容と

対応

特

　　　　　　　　　ふる　かわ　こう　Cゆん

日本社舗歎轍授古川孝順

変容する家庭と子どもの危機〔1）

　はじめに

　わが国の子どもたちはいま危機的な状況におかれ

ている．多くの心ある人びとが、そのことを憂えて

いる。しかし、子どもたちの危機はこんにちだけの

ことではない。過去にもそのように論じられた時代

があった。それは、高度経済成長の時代、1960年代

も中頃のことであった。このとき、政府は後にも先

にも1回限りとなった「児童福祉白書」を刊行し、

子どもたちが危機的な状況にあることを世論に訴え、

警鐘をうちならした。

　それからおよそ30年、ふたたび子どもたちは危機

的な状況にあるといわれる。この30年間における、

わが国の社会と家族の変化をみながち、現代におけ

る子どもたちの危機とその背景について考え、あわ

せて家族と子どもたちを支えるソーシャル・サポー

ト・システムのあり方、とくにその前提になる家族

観を中心に、若干の検討を試みる。

　1．現代社会の変貌

　現代社会の特徴を要約していえば、それは産業社

会、都市社会、雇用者社会、高齢化社会であリ、そ

して均等化社会である。

　bが国の社会が大きく変化しはじめたのは、高度

経済成長の始期、1955年頃のことであった。それか

ちおよそ35年、わが国の産業構造は著しく変化した。

第1次産業（農林業）は大幅に減少し、第2次、第

3次産業、なかでも第3次産業（サービス業）の急

激な拡大がみられた。この間、わが国の社会は、か

つての農業社会からサービス産業を中心とする産業

社会へ大きく変貌したのである。

　産業社会化はまた、都市に居住する人びとの割合

を著しく増加させた。産業の発展が農村から大量の

労働力を都市に移動させ、1988年現在わが国の人ロ

の64．0％は東京、大阪、名古屋を中心とする3大都

市圏に生活するようになっている。

　さらに、現代社会を特徴づけるのは1970年代以降

における人口構造の高齢化である。幼少人口の急激

な減少と平均余命の延伸が、外国にも例をみない速

度でわが国を高齢化させてきた。

　現在のみならず将来の社会を展望するときなお一

層重要な意味をもつのは、女性、とくに既婚女性の

就業の増加である。男性支配社会から均等化社会へ

の移行は、わが国の生活構造や生活様式をその根底

から変化させるような予兆をみせはじめている。
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　2．家庭の変容

　このような広く、深く、そして急激な社会の変動

は、人ぴとの生活の単位としての家族の型態や機能

を著しく変化させることになった。

　まず、社会の産業化は必然的に自営者家族の減少

と雇用者家族の増加をもたらした。1960年に53．4％

であった雇用者は88年には75．9％に達した。自営者

家族と雇用者家族とでは、その生活構造は基本的に

異なっている。家業と家産をもつ自営者の家族は、

家業や家産による収益の一部によって生計を維持す

る。雇用者家族の家計は、家族を維持する立場にあ

る所得稼得者（夫または父親）の賃金（給与）によ

って賄われる。賃金は労働力の価格であり、原則と

して労働市場における需給関係という個人の制御能

力をこえた要因によって、規定される。賃金は、家

族の規模や構成員の年齢、性別などには関わりなく、

決定され、支給される。自営者の家計と雇用者の家

計とでは、どうしても前老のほうが柔軟性があり、

家族の規模や状況によって伸縮しうるだけの潜在的

な条件をそなえている。それにたいして、雇用者は

賃金の許容する範囲で、家族の規模も、生活の水準

や様式も定めざるをえない。

　こうして、雇用者家族の増加は核家族の増加をも

たらすことになった。核家族という家族の形態は雇

用者の家族にたいして適合的であり、自営者には拡

大家族がより適合的である。理論的にも実際的にも、

賃金には労働市場から引退した老親を扶養するだけ

のゆとりは含まれていない。住宅事情もそれを許さ

ない。賃金の水準はいうまでもなく、転勤を前提と

せざるをえない雇用者の家族にとって、三世代同居

世界の児童と母性

のための住宅を用意することなどまず夢に近い。雇

用者の家族は核家族にならざるをえないし、他方に

おいて老夫婦だけの家族や高齢者の単身家族が増加

してくることになる。そして、将来、この傾向は一

層強まるものと予想されている。

　家族の形態にかかわるいま一つの変化は、母子家

族や父子家族などの、いわゆるひとり親家族の増加

である。敗戦直後の母子家族は、戦争未亡人とその

子どもたちの家族を意味した。やがて、高度成長期

になると、雇用の拡大とそれによる生活水準の向上

という社会的機会を享受しきれない死別母子家族が

社会的な関心を集めた。そして、こんにちにおける

母子家族は、離婚や未婚などの理由によって、独立

して生活する女性とその子どもたちである。増加の

一途にあった離婚率は、1983年をピークにこのとこ

ろ減少に転じている。しかし、それによって母子家

族の減少が約束される訳ではない。

　離婚や死別は、当然のこととして一方において父

子家族を形成する。伝統的に、父子家族は短期間に

再婚し家族を再形成する場合が多かった。しかし、

近年ではそれも必ずしも容易ではなく、子どもたち

との生活を選択する父親も増加している。

　家族規模の縮小も現代家族の特徴の一つである。

晩婚化や単身女性の増加にともなう結婚・出産適齢

期層の有配偶率の低下、希望出産児数の減少、夫婦

中心の生活を希望する家族の増加などによって、出

生率は久しく低下の傾向にあり、1987年には11．1を

示した。この年実施された出産力調査によると、一

人の女性がその生涯において出産する子ども数の平

均を示す合計特殊出生率は1．72に低下した。
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　このような出生率の低下は、一家族あたりの子ど

も数の減少、小家族化の傾向をもたらした。ちなみ

に、1985年現在、家族の83．9％は子ども数2人以下、

平均世帯人貝は3，14である。

　3．家庭の変容と福祉ニーズ

　現代における家族の雇用者家族化、核家族化、家

族構成の多様化、小家族化は、社会の都市化にとも

なう地域共同体的紐帯の希薄化ともあいまって、家

族の扶養（養育）機能にさまざまの影響をもたらす

ことになった。

　伝統的に、家族は、生産共同体、消費共同体、愛

情共同体、生殖共同体、扶養共同体、祭祠共同体、

教育共同体、医療共同体などとして機能してきた。

しかし、このような家族の機能のうち、祭祀、教育、

医療などの機能は、歴史的にもかなり早い時期から

外部化し、家族の外側に専門的な社会制度を発展さ

せてきた。家族の中心的な機能であった生産機能も、

近代的産業組織の発展とともに．一部の自営者家族

の場を除いて、しだいに外部化していった。

　この生産機能の外部化は、祭祀、教育、医療など

の外部化とは違って、家族のあり方に決定的ともい

える変化を’正ぽすことになった．．生産機能の外部化

にともなって、雇用者家族のなかから、生産共同体

として一定の目標を設定し、家族成員の分業と協業

によってそれを達成するという、それじたい社会的

で、全人格的な家族関係が姿を消していった。

　現代家族の大多数をしめる雇用者の家族は、いまで

はもっぱら消費、愛情、生殖、そして扶養のための共

同体として存在している。そして、これらの残され

20

た家族機能のうちもっとも重視されているのは、愛

情と扶養の機能である。けれども、この愛情＝扶養

共同体として理想化され、理念化される家族のあり

方は、それじたい現代社会のうみだした虚構の一つ

であるにすぎない．生産的機能の外部化とともに、

妻は、そして多分に子どもたちも、生産的機能から

分離され、経済的依存者として夫1父親）の主宰す

る消費共同体のなかに埋没させられてしまった。そ

こでの妻の地位は、自律的、協業者的なそれではな

く、性別分業と重ね合わされたかたちでの、自立の

能力に欠け、経済的に依存するものとしての従属的

なそれである．愛情＝扶養共同体としての家族の理

念化には、そのような家族の基本的構造を維持し、

それを強化するという側面が含まれている。

　現代家族による子どもの扶養（養育｝は、さまざ

まに緊張や葛藤をはらんだいとなみにならざるをえ

ない、まず、都市化社会のなかで1血縁的ネットワー

クや地縁的ネットワークに恵まれない現代の家族に

とって、育児文化の世代的継承にも困難がつきまと

う。そのことが、栄養のかたより、身体的精神的発

達の遅滞、母子密着による自立障害など、母子保健

的、発達心理学的な諸問題の原因の一つになってい

る。とりわけ、専業主婦にみられる母子密着的一共

棲的な母子関係は、少子化、住宅の高層化の傾向と

あいまって、密室保育とよばれるような状況をうみ

だしている。

　家族の解体にいたらないまでも、夫婦間の緊張や

葛藤が、そのはけぐちをみいだしえないままにアル

コールや薬物への依存、子どもにたいする虐待など

の病理現象の引きがねになっている事例も数多くみ
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うけられる。家族の解体と再形成がくりかえされる

ような場合には、新しい父母と子どもたちとのあい

だ、親を異にする子どもたちのあいだに葛藤がうま

れ、家庭内暴力、登校拒否、非行行動、性的虐待な

どにつながる場合も少なくないのである。

　激烈な受験競争やそれにともなう病理現象には、

明ちかに現代家族に特徴的な教育理念、教育目標の

つかみにくさが関連している。社会の生産的な機能

から分離されてしまった家族は、子どもたちにたい

して、自信をもって、しかも具体的なかたちで社会

化の目標を提示することが困難な状況におかれてい

る。多くの親は、少しでもいい成績、いい学校、そ

していい会社というかたちで、一見具体的にみえる

が、しかし実際にはこのうえなく漠然と、日々子ど

もたちを督励する。子どもたちは過当な受験競争に

駆りたてちれ、明確な目標をつかみえぬままに逸脱

し、脱落していくほかない。

　最後に、都市化、核家族化の一層の進行、そして

均等化社会への移行は、職業をもつ女性の出産や出

張夜間勤務、入院、冠婚葬祭などにともなう短期

的な施設入所、終夜保育、休日保育などにたいする

新しい福祉ニーズをうみだしてきている。このよう

な福祉ニーズは、正常の、あるいは平均的な家族に

よる扶養（養育）の部分的ないし全面的な欠落にと

もなうものとみなされてきた伝統的な福祉ニーズと

は、明らかにその性質を異にするものである。

4．ソーシヤル・サボート・システム

　さて、家族や子どもの福祉ニーズに対応するソー

シャル・サポート・システムとしては、児童福祉法

世界の児童と母性

や母子及び寡婦福祉法などのさまざまの法令による

制度のほか、民間による制度も存在する。

　それらは、大きく分けて、｛1｝子どもの養育環境条

件の整備や健全育成活動などを通じて家族による養

育を援助していくための、もっとも基礎的で基本的

な支援的サービス、②医療、療育、職業訓練など高

度の知識や技術を要する専門的援助を提供して家族

の養育機能を補完する専門的サービス、（3）生活の全

般にかかわる援助の提供によって家族の養育機能を

全面的に肩代わりする代替的サービス、に分類する

ことができる。

　歴史的にみれば、この3通りのサービスのうち最

初に発展したのは乳児院や養護施設などの第3の代

替的サービスであり、つぎに発展したのは精神薄弱

児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設な

どの第2の専門的サービスである。そして、これま

でみてきたような家族の変化とそれにともなう子ど

もたちの福祉ニーズにてらして、現在もっとも必要

とされながら、しかしもっとも立ち遅れているのが

第1の支援的サービスである。

　ソーシャル・サポート・システムのなかでもっと

も基礎的で基本的な部分をしめるはずの支援的サー

ビスが立ち遅れてきた理由はさまざまに考えられる

が、なかでも重要な意味をもつのは、わが国の社会

保障や社会福祉にかかわる政策の前提になっている

家族観のありようである。

　わが国の社会保障や社会福祉にかかわる政策の背

後には、大別して2通りの家族観がみられる。第1

の家族観は、最近の年金制度の改革にみられるよう

な、専業主婦を含めて家族の一人ひとりに年金の受
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給権を認め、家族ではなく個人の単位で生活の保障

を考えようとする姿勢である。この家族観は、現代

の商品経済が家族を単位とする消費生活の枠の内部

に浸透し、個人を単位とする消費生活の範囲を一層

拡大させる傾向にある事実や単身生活者の増加とい

う近年の家族形態の変化に積極的に対応しようとす

るものだといってよい。しかし、このような家族観

は部分的、周辺的な地位にとどまっている。

　第2の家族観は、家族による扶養義務（児童の養

育義務）の履行を第一義的なものとし、社会保障や

社会福祉を第二義的なものとみる姿勢である。この

家族観は、家族の扶養責任を重視する伝統的な家族

観であり、わが国の社会保障や社会福祉政策はむし

ろこのような家族観を前提に展開されてきたのであ

る。それは自営者家族に親和的な家族観であり、わ

が国に限らず、西欧社会においても、市民法的、私

法的な世界では、家業と家産をもって自立的かつ自

律的に生活する自営者家族が典型的な家族とみなさ

れてきた。しかし、西欧社会では自営者家族が衰退

し、雇用者家族が増加するとともに、扶養義務の適

用は生活の実態に応ヒて夫婦と未成年の子の扶養に

限定される傾向にある。

　これに比べて、わが国の場合は、旧態依然、むし

ろ逆行的というべきかもしれない。わが国では、家

族や子どもたちの問題が政策課題になるとき、現実

にいかに即応して課題の解決をはかるかという判断

よりも、あるべき、あるいはそこに回帰すべき家族

や家庭の姿を前提に、現実の逆転を求めるような発

想が支配的である。

　かつて、子どもたちの危機的状況にたいして警鐘
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をうちならしたとき、政府は家族や子どもたちの福

祉ニーズに即応した政策をとる以前に、まず「母親よ

家庭に帰れ」と説いた。けれども、それでも母親の

就労は増加し続けた。結局、政府は、例えば、要保

育児童の増加については保育所を増設するという実

態即応的な対応に転換せざるをえなかったc

　当時、要保育児童や非行児童が増加した背景には、

個別的な母親による生き方の選択という問題以前に、

家族と子どもたちの危機を必然的なものとするだけ

の社会経済的な状況が存在していたのである。社会

と家族の変化、子どもたちをとりまく諸状況の変化

を直視しようとしない政策が有効性をもちえないの

はもはや明らかである。

　重要なことは、すでに実態的な基盤を喪失した家

族観に固執し、家族（親や保護者）の扶養（養育｝の義

務や責任を観念的、倫理的に強調することではない。

こんにちの家族と子どもたちが求めているのは、い

くつかの突出した状況に悲憤僚慨することではなく、

家族の変化を直視し、多様な家族が多様な方法によ

って、子どもたちにたいする責任を全うしうるよう

な環境条件の整備を急ぐことである。

　すでに、一部の保育所、乳児院、養護施設、障害

児施設が、従来の、伝統的な家族観を前提とする福

祉行政の枠をこえて、育児相談、子どものショート・

ステイ、休日・終夜保育などの福祉サービスを供給し

はじめている。これらの新しい試みが定着し、中心

的な支援的サービスとしての位置をしめるようにな

ったとき、はじめて、わが国の家族や子どもたちに

たいするソーシャ1レ・サポート・システムは時代の

要請に即応したものになりうるであろう。



1

t

’

養護施設の現場の
目を通じて

特 集

　　　　　　なか　はし　とし　かず

至誠学園願高橋利一

変容する家庭と子どもの危機〔1）

　今日、養護施設には、従来の経済的理由から養育

できない家庭の子どもや両親を失った子ども、捨て

子、長期入院中の親の子ども等家庭に替わって養育

する単純養護の措置児童より、既存の施設機能から

すれば処遇困難な児童が増えてきており、幼児から

高齢児へと、中高生の入所が特徴である。これらの

措置原因は養育力の弱い未婚の10代母の子どもや虐

待、放任置き去り、離婚等親の養育機能の欠如が原

因するもので、家庭構造上の問題、登校拒否、家庭

内暴力、非行等の問題行動児、精神発達の遅れや情

緒不安から生じる問題児童など社会不適応児童の増

加が目立っている。

●養護施設入所児童の推移（全国）

　養護児童と家族の問題

　昨年の秋、私が関係している3年計画で終結をみ

た“東京における養護施設”の要養護児童の入所時

点での“大都市における児童の養護ニーズに関する

研究”の調査結果から、児童の背後にある家庭崩壊

の諸要因についてふれてみたいe

　養護児童の施設入所に至る状況から、養護に欠け

る事態がなぜ生じたのか、その直接的理由と、問題

発生に至る間接的要因である両親の生育歴、婚姻、

本児出生時の状況など養護問題発生の諸要因を総合

的にとらえてみると、措置時における同居家族は父

子家族が全体の40％を占めており、次に子どものみ

の家族23．6％、母子家庭19％である。これは、全国

　　　　　　　年度項目

55 56 57 58 59 60 61 62

定　　　員 34，914 35，112 35，067 35，033 34，924 35，044 誕，877 34，648

全
　
国
在　椿　数 30，787 30，921 31，315 31，566 3L575 30，717 30、2U 28，163

定員充足率 882（％） 88．1（％｝ 89．3｛％） 80．1（％1 go．4（％） 87．7（％） 86．6（％） 8L3（％）

定　　　員 3，637 3，608 3，583 3，579 3，555 3，523 3，506 3，486

東
　
京
在　籍　敷 3，202 3，232 3，196 3，179 3，192 3，135 3，087 2，958

定貝充足率 88．0（％） 89．6｛％｝ 89．2｛％） 88．8｛％） 89．8↓％） 89．0（％） 88．0｛％｝ 挺9（％）

（注｝年度は何れもIO月の時点
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の実態調査による状況と比較してみると、父子家庭

とひと1）親家庭が全国では47％、東京では60％と、

都市における割合は高い。

　親の年齢についてみると父親は20代、母親は10代、

20代であり、特に未成年の母親の比率は全国の2倍

と高い。このことは、実父母の結婚のときの平均年

齢に現れており、実父は26．9歳、実母は23．1歳であ

る，この年齢は全国平均からしても若く、まして母

子婚姻年齢が19．7歳は未成年で結婚したものがその

多くである事実を踏まえると、若年結婚や未婚で母

親となり、子どもの養育に困難を生じ、または養護

放棄に至るものが多いということを、東京の養護問

題として指摘することができる。

　結婚の年齢と関係の深いものが婚姻の形態であ

る。内縁、同棲や未婚の状況にあるものは母子家庭。

構成別では．子どものみの家族に顕著であり、およ

そ半分のものが正式な届出をしていない関係である。

　養育問題の根底には貧困の問題がある。経済的に

f］aえて住居の問題は大きく、多くは低価な民間アパ

ー トを利用しているものが過半数で、公営住宅は10

％、住所不定、簡易宿泊所等が合わせて10％であり、

いかに生活基盤そのものが不安定で脆弱であるかを

物語っている。

　また就業椥兄についても、その多くは単純労働、

●単親世帯になった当時、最も困ったこと

非専門的職業である。定職を持たず、無職の父親も

いる。就労している母親については多くはサービス

業である。こうした不安定職業に従事する多くの親

たちにとって、不安定な毎日の生活の中でさまざま

な生活上の問題も派生し、懸念される。

　養護問題における親の要因

　養護問題発生の実父、母別の要因をみると父に関

わる要因は、離婚、内縁解消37．7％、就労27．0％、監

視能力、養育意志無し19．3％、家出・行方不明19．2

％、貧困・サラ金13．2％などである。家族構成別に

みると、子どものみの家族では親の家出・行方不明

が409／6を占め、これに離婚35％で、入所理由の75％

は離婚、行方不明等による養育放棄とみなされる理

由である．また25％は死亡・疾病入院等による止む

を得ない理由による施設入所と考えられる．

　父子家庭では、労働と家事、育児の両立の困難さ

から、就労を理由とするものが50％を占めている。

就労のためとしながらも30％強の父親はなんらかの

行動上の問題をkんでおり、父子家庭としての自立

できる対策と援助体制の確立が、父子家庭福祉施策

として求められる。実父が原因となった母子家庭の

要因として離婚48．2％、家出・行方不明32％で死別

は6％にすぎない。その他の要因としてサラ金・ア

ル中・酒乱は7～8％で、アルコール依存問題は50％

鎗　数
経済的な

　こと

仕事の

こと

子供の

世話

家事の

こと

住居の

こと
その他

困ったこと

はなかった
不　明

母子世帯 1（x）．1） 52．9 7．o 12．6 o．8 5．3 3．7 12．8 5．0

父子世帯 10屯LO 7．6 7．1 36．u 253 o．4 1．3 B，8 8．4
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1

d

1

近くの父親が有している。

　核家族では養育能力の欠如、

養育不能、虐待、性的虐待が

代表的要因である。一般的に

は虐待の事実が顕在化するこ

とは少ないことから今後とも

深刻な状況が予想され、緊急

性の高い問題を含んでいると

いえる。

　こうした児童に対する個別

的処遇と、親子療法的援助が

必要となっている。

　祖父母家族から養育不能と

なる児童が施設に措置された

数は父の行方不明が半数近い。

同居または祖父母に子どもを

預けたまま行方不明となった

例で、借金の返済に迫られ困

った末、家族が分離せざるを

得ない事態となったケースも

ある。

　実母に主たる児童の入所原

因があるものをあげると、家

出・行方不明32．1％、離婚・

内縁解消29．2％、身体的・精

神的病気入院27．3％、養育意

志・監護能力無し27．2％、未

婚出産16％と複雑、多様性iが

みられる。子のみの家族は、

養育意志が無い、精神的病気、

●養護問題の発生の要因

世界の児童と母性

順位 父偶の要因 ％ 母爾の要因 ％

1
離婚・内縁解消 37．7 家出・行方不明 32．1

2 就　労 27．0 離婚・内縁解消 29．2

3 養育能力・養育意志なし 19．3 傷病・入院 27．3

4
家出・行方不明 19．2 養育能力・養育意志なし 27．2

5
貧困・サラ金 13．2 未婚出産 16．o

入
　
所
　
理
　
由

6
アルコール・薬物中毒 4．4 貧困・サラ金 9．1

7
死　亡 4．3 死　亡 7．4

8 拘　留 4．1 就　労 73
9
虐待・性的虐待 2．5 虐　待 2．6

その他 4．7 その他 7．8

特に問題なし 6．o 特に問題なし o．1

1
アルコール・薬物中毒 15．9 身体的病気 33．5

2
身体的病気 12．4 精神的病筑 2L4

3 精神的病気 5．s 鯖神遅滞 1L6
心

身

の

状

態

4
心身障害 5．3 アルコール・薬物中毒 6．o

5
性格異常 2．9 性格異常 3．8

6
その他 2．2 その他 3．3

特に問題なし 63．8 特に問題なし 34．2

1
放浪・行方不明 23．7 放浪・行方不明 49．0

2
無気力・怠惰 20．9 異性問題 27．0

3
ギヤンブル 13．0 無気力’怠惰 15．4

行

動

上
．
の
問
題

4
浪　費 1L6 浪　費 12．7

5
犯　罪 10．4 犯　罪 4．0

6
異性問題 9．4 ギヤンプル LO

その他 3．7 その他 4．6

特に問題なし 41．9 特に問題なし 26．1

1
反社会的問題（無断外出・外泊・盗み、暴力など｝ 12．1

2
親子関係不和、家庭内暴力など 5．3

3 鯖神遅滞 4．4

本

児

の

問

題

4
病　気 2．9

s
登枚拒否 2．1

その他 3．7

待に問題なし 80．5

（N，A．を除く）
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●養護（養育）問題発生理由（両親の状況）別児童数（全国）
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A　　　　B　　　　　　　　　　　　　　　　　C　　　　　　　　　　　　　　E　　F　　　　　　　GH　I　　　J　　　K　L

入所、養育力無し、未

婚出産など、より複雑、

多様化の様相で、半数

以下が2歳未満の幼児

であることからも、早

期の母子分離による人

格形成上に与える影響

も心配される。母親の

家出・行方不明、離婚

が原因して父子家庭と

なっている例では8割

強を占めているe実母

の身体的、精神的病気入院も多く、実母の疾病が即、

養育困難に至る現代社会の家族の弱さを現しているe

これらから母子家庭の母親の多くは、心身の状態や

行動上に問題をかかえており、実母の養育は困難と

なり、施設入所により養育をゆだねることになるの

である。離婚時の親権者は母親がなる率は高く、そ

の結果母子家庭の養育機能の崩壊による施設入所は、

児童にとって深刻なものであることが想像できる。

このことからしても、地域で生活している母子家庭

のためのサポートシステムの確立が一層重要である。

．3S．526人

38，615人

35，642人

S52養護児童 S57養護児童 S62養直児童

A
．

　
死
　
亡
． 10．6％ 4．087人 9．2％ 3．549人 7．2％ 2、551人

B 行方不明 27．7％ 10、678人 27．1％ 10．479人 24．9％ 81878人

　『℃「 雛　別 19．3％ 7，426人 20．0％ 7、738人 18．7％ 6，678人

D 棄　児 2．1％ 794人 1．7％ 673人 2．2％ 771人

1． 拘　禁 3．5％ 1β50人 3．6％ 1，396人 4．4％ 1，577人

F 入　院 〕2．9％ 4．978人 12．7％ 4．897人 1L2％ 3．987人

．穎
父母就労 0．9％ 365人 0．8％ 307人 L2％ 426人

H 虐　待 2．1％ 8】8人 2．2％ 845八 2．6％ 921人

　　．－1 放　任 4．1％ 1，593人 5．3％ 2．063人 5．9％ 2．089人

」 性格異常 5．3％ 2．029人 5．8％ 2．24ア人 5．5％ L9？3人

lk＝　　　一

父母不和 L8％ 677人 1．9％ 739人 L6％ 55駄
L その他 9．7％ 3、731人 9．5％ 3，682人 14．7％ 5．237人

合　計 100．o％ 38．526入 100．0％ 38．615人 loo．o％ 35．642人

　子どもに与える影響

　この調査において、児童の施設入所時の年齢をみ

ると乳幼児期に乳児院、養護施設に入所した児童の

多いことが判る。乳児院から以後児童施設で生活を

続けている者、過去に入所経験があり家庭復帰後、

家庭崩壊により措置された児童等で、高齢児の増加

がみられる中で、再確認しておく必要がある。

　措置に関わる児童自身の問題については、「特に

無し」が全体の80％であるが、年齢が高くなるにつ

れて児童のもつ問題が多くなっている。小学校高学
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年の9歳～11歳を境にして、無断外泊・盗み20％、

怠学や登校拒否が10％を超えている。さらに中学生

以上の問題になると、親子の不和から家庭内暴力、

非行等が顕著にみられ、高齢児ほど親子ともに複雑、

多様な問題が明らかとな1）、人間関係が成立しない

現代家族機能の弱さを感じる。こうした高年齢児童

に対する社会的養護プログラムが、核家族を援肋す

る新しいサポートシステムとして求められているよ

うに思えるのである。

　また、核家族から措置された2人に1人の児童に

何かしらの問題があ1）、児童の情緒面でも家庭の崩

壊や、家族内での葛

藤に原因する児童の

情緒不安に影響して

いる。離婚による再

婚から養継父母との

不調も一因と考えら

れ、再婚家族が増加

していく現在、再形

成家族に対する援助

の内容も児童の健全

育成の立場から配慮

される課題である。

　入所児童の実父母

の25％は自らも実親

の養育を体験してい

ない。特に子どもの

みの家族や里親家庭

の実父母にその傾向

が強い。

　　　　　　　　　　　　　　　　世惇の児童と母性

　学歴については父親は55％、母親は60％が中学卒

業以下であり、職業選択と不安定な就労状況と関連

しているとも考えられる。このことかち入所児童の

学力ア・ソプと上級学校への進学問題は、特に自立援

助体系の中で指導方法、学校機関との連携強化と相

まって重要な課題である。

　社会的援助のあり方

　児童の健全育成と要養護児童への対応を目的とし

た児童相談所との養護施設の関連は、児童を取り巻

く環境や複雑な問題を抱えた家族からの相談が顕著

　死亡74件
　　（2，5％）

母　51f牛（69．oe／o）

他23件（31．0％）

　拘留73件
　　f2．4％～

　　　　　　　　　　　鷲

　　　養護相談　　宰

　　　3，018件
　　　　〔100％）

寧

他88件
｛27．6％）

家出3ユ9件
↓10，6％）

遮麟

母231件
（72，4％）

他151件
t15，n％｝
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となり、こうした状況の中で処遇困難な思春期を中

心とする高齢児の処遇に、施設は試行錯誤を重ねな

がら実践を積み重ねているが、児童相談所の治療機

能と社会学的調査によってサポートされた連携が前

提であり、加えて精神科医、総合病院、学校、民生・

児童委員、福祉事務所等の日常的、継続的なサポー

トシステムが不可欠となってきている。入所児童を

中心とする問題改善への援助と、家族関係の構築の

ための諸機関との連携と共に状況に応［；てボランテ

ィアや親族の協力も含めたネ・ソトワーク活動も方法

である．

　養護施設の入所児童に対する処遇援助のみでなく、

所在する地域杜会の子どもたちに対するプログラム

の提供、養育に関する相談援助、地域から必要な施

設として地域の要養護問題の発見と、社会的養護の

ための児童相談所への連絡的機能をもつこと、地域

における予防的・発見的機能を果たすことにより、地

域との協力化をめざすこと、これらに対し専門機関

のみが専門性をもって対応していくことは不可能で

ある。その意味でも、地域内に存在する各社会資源

との連絡調整と各種ネワトワーク間の整合性の確保

が必須となり、児童福祉施設が日常的・継続的な連携

の調整機能を果たすことが求められているといえる。

　緊急的なニーズに対応する体制づくりを早急にし

なければならない。児童問題の潜在化しやすいこと

や家庭における過度の放任や虐待を受ける児童の増

加傾向かち緊急的に対応できるサービス体制の充実

が急務であると考える。最近、厚生省の児童虐待の

実態報告がニュースとして新聞、テレビで報道され

るや、児童相談所の一時保護所は通告されたケース
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で満員となり、一部は養護施設への一時保護が期待

されている。

　すでに特定の家族の問題ではない

　子どもの人権を考えるならば、状況に応じて柔軟

な対応が迅速に積極的に図られることが、利用する

地域社会側からの新たなニーズである。要養護問題

は、すでに特殊な特定の家庭だけの問題ではない。

この調査から養護施設において明らかとなった以下

の点を挙げて結びにかえたい。養護ニーズの質的側

面は

①母子家庭型から父子家庭型が主流となり、母観の

　養育放棄の多発に原因する。

②単純な措置理由から複雑多問題の措置理由に変化

　している。

③経済的貧困のみでなく、養育能力の貧困へと璽層

　化している。

④親族、地域から孤立的になっている。

⑤母親の精神障害が増加している。緊急保護を必要

　とするケースの増加。

⑥養育意志が希薄で生活能力に欠ける母親の増加。

⑦児童の虐待、放任にみられる養育能力をもたない

　親、養育を拒否する父母。

⑧親子関係の不調、適切でない養育から情緒不安定、

　登校拒否、家庭内暴力の問題をもった児童の入所

　が増加。

　家庭機能が弱体化の方向を強めている今日、要養

護問題は特定の特殊な家族だけに起こる問題ではな

く、何らかの問題を契機としてすべての家庭に起こ

り得る問題であると思うのである。



1

1

子どもの食生活にみる

家族機能

特 集

　　　　　　　　　　　　　みず　　m　　きよ　　こ

昧齢館磯所研蜘・綴水野清子

変容する家庭と子どもの危機（1）

　1．日本人の食生活の現状と変遷

　厚生省は日本人の栄養素摂取や食品摂取の実態を

把握するために、昭和20年から毎年「国民栄養調査」

を実施しており、これは日本人の食生活の実態や変

遷を調べる上で貴重な資料になっている。

　最新の昭和62年の調査成績から国民平均一人一日

当たりの栄養素等摂取量をみると、鉄とカルシウム

以外の栄養素等は栄養所要量を充たしており、平均

的には概ね満足な状態と言える。しかし、個別に検

討すると平均値に相当するような栄養素摂取をして

いる者は必ずしも多くなく、栄養の過剰摂取やいま

なお不足状態にある者が少なくないなど、個人格差

の大きいことが示唆されている。

　図1にほぼ10年前の昭和50年を100とした場合の

栄養素等摂取量の推移を示した。エネルギーと炭水

化物の摂取量は漸次減少しているが、動物性脂肪、

動物性たん白質、脂肪は昭和58年より幾分減少して

いるものの、未だに昭和50年の値を上回うている。

このような栄養素摂取パターンが小児成人病の発症

に関与していると言われている。

　エネルギーの栄養素別摂取構成比をみると、炭水

化物由来のエネルギーは減少し、たん白質や脂肪由

来のそれが高くなっている。これは主に米類、豆類、

果実類の使用量が大幅に減少し、油脂類、肉類、牛乳・

図1．栄養素等摂取量の年次推移（昭和50年を100として）

11e

105

loo

的

90

賠
昭和50年55年　　58年　　59年　　60年　　61年　　62年

動物性脂肪
動物性たん白質
脈肪

カルシウム

鉄

たん白質

エネルギー

炭水化物

乳製品の使用量が増大していることを示

している。従って、米、魚、大豆製品を

中心とした従来の食事パターンから、パ

ン、肉、牛乳・乳製品を用いた洋風的な

ものに変わり、このような変化は子ども

の食生活にも何ちかの影響を及ぼしてい

ることが考えられる。子どもの嗜好調査

成績をみると、子どもに好まれる料理の

上位には片仮名の洋風メニューが挙げら

れることは周知の通りである。

　一方、女性の社会進出、ファミり一レ
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ストラン、仕出し弁当屋、24時間営業の店などの外

食産業の急激な発展に伴い、食に関するさまぎまな

仕事が次第に個人や家庭から離れ、社会へ移行する

傾向が強まっている。総務庁の家計調査成績による

食料支出額の年次推移をみると、日本Kの食生活は

昭和4⑪年前後を境にして、家庭で調理される食物費

の伸び率は低く、調理食品費の伸び率が著しV㌔また、

食の外部．化、すなわち外食費の伸びにも目を見張る

ものがある，外食の増加によって栄養素のバランス

がくずれることが指摘されており、また、家庭の重

要な食機能であった手作りの料理や日常の伝統食に

接する機会は減少し、さらに家族揃って同じものを

食べる共食の意義も薄らいできている。このことが

子どもの健全育成上問題となる食行動の乱れの発生

に何らかの影響を及ぽしている可能性が考えられる。

2．子どもの栄養素等摂取の現状と食の歪み現象

わが国の幼児、児童、生徒の食生活の現状につい

てはこれまでにいくつかの断片的な調査成績が報告

されているが、前述の「国民栄養調査」に匹敵する

ような子どもを対象とした全国規模の調査は行われ

ていない。しかし、国民の栄養・食生活の実態は子

どもたちの食生活に何らかの波紋を投じていること

は次のようなことから十分考えられる。

　昨春発表された東京都の幼児食生活調査や各地域

でそれぞれに行われている小・中学生の栄養素等摂

取調査成績をみると、国民栄養調査の場合と同様に

鉄やカルシウムの摂取量は栄養所要量を下回り、エ

ネルギー、脂肪、動物性たん白質のそれは幾分多い

などの問題が指摘されているものの、平均値でみる

限り良好と言える。しかし、いずれの調査において

も個人格差のあることが強調されている。

　一方、食行動の面では生活リズムの乱れによる偏

食、欠食、栄養のアンバランスなどが相次いで報告

されておリ、中でも発育期にある子どもの欠食は大

きな問題になっている。

図2，

朝食・タ食の

摂食状況と

欠食理由

●欠食理由1

食欲力【ない

時削がな、・

やせたいから

作るのが面倒

食べなくてち

　小学5年（562？s　〉、中学2

年〔985名）および高等学校

2年（1．455名｝を対象に行

った私たちの調査成績によ

ると（図2）、朝食を「時々、

またはぬくことが多い」と

v、う者1ま弓、学5年　　13％、

中学2年　23％、高等学校

2年28％で、この中、欠食

が常習化している者はそれぞ

れの年齢において、0，7、5．9

および11％であった，中学、

高校生共に朝食に比ぺ夕食
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の欠食率は低いが、「時々、またはぬくことが多い」

者は8．2％、13．4％にみられた。朝食ぬきの弊害とし

て疲れやすい、いらいらして落着きがなく、勉強に

も運動にも身が入らない、貧血になりやすいなどの

点が指摘されておリ、朝食の欠食は発育途上にある

この頃の健康維持・増進を阻む因子になi）かねない。

　朝食の欠食理由をみると小学生では「食欲がない」

という者が、中学・高校生では「摂る時間がない」

という者が多い。夕食においてはいずれの年齢にお

いても時間の問題よりも食欲の有無がその主な理由

になっていた。しかし、数％ではあるが朝食および夕

食の欠食理由に「食事が用意されていない」「作るの

が面倒」「食べなくても何も言われない」などを挙げ

ており、以前にはみられなかった食をめぐる家庭環

境の変化が現われている。

3．“食”をめぐる家庭環境の変化

近年の食環境の変化の一つとして家族が食事をば

らばらに摂るいわゆる一人食べ（孤食）の増加が目

立っている。

　昭和57年、国民栄養調査の一部に3歳以上、12歳

以下の子どもの食生活調査が組み込まれていた。こ

れによると、「朝食を子どもだけで食べている」が全

体で21％もあったこと、それらの子どもの食欲は両

親と一緒に食べる者に比べ劣っていること、また、

約4人に1人は間食を食べたい時に食ぺたいだけ与

えられており、最もしばしば与えられていた間食は、

いわゆる「スナック菓子」であったことが指摘され、

さらに孤食する場合には栄養のバランスも劣ってい

たという。

　前述の私たちが行った調査成績によると（図3）、

朝食時に孤食する者は小学生、23．4％、その後、加

齢に伴ってその割合は増加し、高校生では46．8％に

達する。また、夕食の孤食率はいずれの年齢におい

ても朝食に比べて低いが、それでも6～10人に1人

の割合で孤食する者がh’　t）、特に高校生に多かった。

図3，孤食の実態と孤食理由

　　　　　　小学5年　　　　　　中学2年

　　　　　　　　　　　　loo％D

朝食の孤食
夕食の孤食

●孤食埋由：

京族の時岡が不揃い

　　高等学校2年
loogi　o

朝食時における孤食理由と

して、小学生では90％以上

の者が家族の時間の不揃い

をあげてお1）、現代の家庭

生活の一面がうかがえる。

中学・高校生においても｝2

～％の者は小学生と同様な

理由を挙げているが、それ

に加え自分の都合による孤

食がふえている。また、少

数ではあるが、「家族がうる

さい」「一人が好き」という

理由もみられ、食卓が家族
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のコミュニケーションの場になっていないことを物

語っている。

　今年の5月に厚生省から「子どもと家庭に関する

意識調査」の結果が発表された。これによると子ど

も（末子が0－6歳未満の場合）と夕食を週4日以

上摂る親の割合は父親56．7％、母親89．8％で、父親の

6割、母親の9割近くが1週間に半分以上、子ども

と夕食を共にしているという。また、この調査にお

いて子どもとふれあう時間の不足やしつけに関する

悩みをそれぞれ15．1％、34，7％の親が訴えていた。

このことは家庭教育そのものが出来にくい現状にあ

ることを示唆しているように思われる。食べること

は生活の基本であり、食教育は先ず家庭において、

日常の食卓で行われる。食卓が家族の団集の場とな

り、家族で囲む食卓こそ生きた家庭教育、食教育の

場となるはずであるが、現代の子どもたちのしつけ

はどうであろうか？

　私たちは前述の調査対象の食環境を家族機能（食

卓の団秦、食事中のテレビ視聴、食の外食化）、食事

のしつけ｛残食、行儀、買い食いの経験、買い食い

に対する親の考え方）、食態度（残食や偏食に対する

態度）の項目により問題傾向を評価した，その結果、

いずれの年齢においても約2／3～3／4の者は何らかの問

題をもっておt）　，「食卓は一家団集の場」というイメ

ージは徐々に消えつつあることが示された。また、

食事に村するしつけや態度についても家族の認識や

態度が放慢になる傾向にあり、このような傾向は加

齢と共に強く現れていた。そして、このような食環

境に問題を持つ者に欠食や孤食をする者の割合が高

かった。食をめぐる家庭環境のあり方を一考する時

がきているように思われるe
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　4．子どもの健康と食環境

　わが国では年々乳児死亡率が低下して平均寿命が

延びており、これらからおしはかれば日本人の健康

状態は大変良好であるように思われる．

　「朝は快く目覚め、朝食をおいしく感じ、日中はエ

ネルギッシュに活動し、夜は熟睡する。そして翌朝

は全く疲れが残っておらず明るい朝を迎える。」私た

ちの誰しもがこのような毎日を過ごせたらすばらし

いに違いない。少なくとも成長期にある大部分の子

どもたちは自分の体に異常などを感じず、このような

健康状態を満喫できるはずであるが、実際に子ども

たちの健康状態はどうであろうか？

　身体的に器質的疾患を持たない場合でも身体的（と

きには精神的）訴えを持つことがある。これは「自

覚症状、微症状、あるいは不定愁訴」などと呼ばれ、

現在では健康状態を客観的にとらえる手段の一つと

してこの概念が提唱され、その発症がさまざまな角度

から検討されているe私たちの調査成績においても

86～89％の者は自分の健康状態を「丈夫乃至普通」

と評価しているが、微症状の訴えが全くない者は小

学生、中学生、高校生それぞれ24．8％、18．0％および

9．4％に過ぎず、何らかの微症状を持つ者が大部分を

占め、小学生の75e／bから高校生の91％に及んでいた。

一 人当たりの平均保有数はそれぞれ2．2、2．7．3．9種

で、5種類以上の微症状を保有する者は高校生に有

意に多く、微症状の最多保有数は小学生では12種、

中学生13種、高校生16種に及んでいた。このよりに

現代の子どもたちの多くは丈夫乃至病気ではないと

言いながらも何らかの微症状の訴えを持っているの

である。

　微症状の発症には現代の子どもたちの生活圏の狭
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少化、それに伴う遊びまたは遊ぷ機会の減少、さら

に試験地獄、そのための塾通いなどによる生活の乱

れやストレスが関与するものと思われる。しかし、

食をめぐる家庭環境や食生活のあり方もその発症に

影響を及ぼしていることは否めない。図4に示した

ように徹症状無しの者と5種類以上持つ者と比較す

ると、いずれの年齢においても朝食や夕食の欠食を

する者、また孤食する者はしない者に比べ、微症状

を5種類以上持つ割合が高い。さらに家族関係、し

つけ、食態度と健康との間にも関連がみられた。子

どもの健康維持・増進を図るには児の生活や栄養・

食生活のあり方が関係することは言をまたないが、

食を通して家族とのコミュニケーションを深めるこ

とにより心の安らぎを覚え、安定した情緒を育て、

それが児の健康にも大きく影響を及ぼすのである。

　5．望ましい食環境の確立をめざして

　今後、急速に進む高齢化社会を担っていく児童を

心身共に健全に育てていくことこそ、保育にかかわ

る者の極めて重要な課題であろう。

　子どもたちは保育所、幼稚園、学校生活の中で健

康や栄養に関して多くのことを学ぷが、健康や食教

育についての責任は先ず、家庭にあると考えたい。

今日では仕事を持つ母親や知的教育にのみ走る家族、

情報が氾濫する中で右往左ISしている母親たちがふ

え、子どもにとって本質的な教育を行うための家庭

の機能を失いつつある家庭は少なくない。「食の乱れ」

が健康や心の乱れとならぬよう、個人、家庭を中心

として地域、保育所、学校そして行政との情報交流

をもちながち望ましい食環境の確立を目指したい。

　以上、日本の子どもを中心に述べてきたが、現在、
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私たちは途上国の食糧危機をよそに

大部分の人々かいつ、どこでも食べ

たいものを食べたいだけ摂ることが

できる、まさに「食べもの天国」の住

人と言えるであろう。しかし、地球

の％は「飢餓や低栄養」で苦しみ、

悩んでいることを忘れてはならない。

今年の8月、ソウルで第14回国際栄

養i学会議が開催され、95ヵ国からの

参加の下に、子どもの栄養について

も討論された。世界の一人ひとりの

子どもがより健康に成長していくた

めに、地球規模で互いの国がハーモ

＝一をとりながら、栄養・食糧問題

を考える時がきていることを忘れて

はならないと思う。
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